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国
民
健
康
保
険
は
、
被
保

険
者
の
方
々
の
医
療
費
を
支

払
う
た
め
、
被
保
険
者
の
皆

さ
ま
に
納
め
て
い
た
だ
く
国

民
健
康
保
険
税
と
国
・
県
等

の
公
費
負
担
な
ど
の
収
入
に

よ
り
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
か
ら
は
、
国

民
健
康
保
険
が
広
域
化
さ
れ
、

県
も
保
険
者
と
し
て
財
政
運

営
の
責
任
主
体
と
な
っ
た
こ

と
か
ら
、
市
町
村
の
保
険
給

付
に
か
か
る
費
用
は
、
県
か

ら
の
交
付
金
に
よ
っ
て
賄
わ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
市
町
村
は
、

県
に
対
し
て
国
保
事
業
費
納

付
金
を
納
付
す
る
こ
と
に

な
っ
た
た
め
、
平
成
30
年
度
か

ら
の
国
民
健
康
保
険
の
税
率

は
、
県
か
ら
示
さ
れ
た
国
保
事

業
費
納
付
金
の
額
か
ら
国
・
県

等
の
公
費
負
担
な
ど
の
収
入

を
差
し
引
い
た
分
を
賄
え
る

よ
う
に
決
定
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す（︻
図
１
︼参
照
）。

　

平
成
30
年
度
の
税
率︻
表

１
︼を
改
め
る
に
当
た
っ
て

は
、
平
成
29
年
度
か
ら
の
繰

越
金
に
つ
い
て
、
来
年
度
以

降
の
国
保
税
率
上
昇
を
緩
和

す
る
た
め
の
財
源
と
し
て
財

政
調
整
基
金
へ
積
み
立
て
る

ほ
か
、
そ
の
一
部（
７
千
５

百
万
円
）を
県
へ
納
め
る
納

付
金
に
充
当
す
る
こ
と
に
よ

り（︻
図
１
︼の
繰
越
金
）、
今

年
度
の
税
負
担
の
軽
減
を
図

り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
低
所
得
者
の
国
民

健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置
の

対
象
を
拡
充
す
る
た
め
、
国

民
健
康
保
険
税
の
５
割
軽
減

お
よ
び
２
割
軽
減
の
対
象
と

な
る
世
帯
の
軽
減
判
定
所
得

の
引
き
上
げ
を
行
な
い
ま
す

が
、
そ
の
内
容
は
、︻
表
２
︼

の
と
お
り
で
す
。

【表１】平成30年度　国民健康保険税の税率等

①医療分 ②後期高齢者
支援金分

③介護
　納付金分

所得割額 6.90％
（▲0.12％）

2.76％
（+0.22％）

2.81％
（▲0.03％）

一人当たりの
均等割額

24,200円
（▲2,600円）

9,600円
（▲100円）

11,900円
（▲1,400円）

世帯当たりの
平等割額

17,800円
（▲2,300円）

7,000円
（+100円）

6,100円
（▲800円）

世帯当たりの
課税限度額

580,000円
（+40,000円）

190,000円
（±0円）

160,000円
（±0円）

※（　）内の数値は、前年度と比較した場合の増減値。
年齢ごとの納付内訳
　国民健康保険税は、加入者の年齢によって納める内容
が異なります（上の表の①～③で表記すると次のとおり）。
40歳未満�①＋②
40〜64歳�①＋②＋③
65〜74歳�①＋②※介護納付金分は別に納付

軽減判定所得額
５割軽減
対象世帯

変更前 330,000円+270,000円×（Ａ+Ｂ）
変更後 330,000円+275,000円×（Ａ+Ｂ）

２割軽減
対象世帯

変更前 330,000円+490,000円×（Ａ+Ｂ）
変更後 330,000円+500,000円×（Ａ+Ｂ）

※Ａ＝被保険者数　Ｂ＝特定同一世帯所属者数
※�「特定同一世帯所属者」とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行さ
れた方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の
世帯に属する方をいいます。

国
民
健
康
保
険
税
の

税
率
等
が

変
わ
り
ま
す

【表２】低所得者の軽減措置

①各市町村の国保加
入者の人数や総所得
額などに応じて、市
町村ごとの納付金を
県が算定し、県内の
全市町村へ割り振る。

①

①

② 市 町 村
は、 国 保
税 な ど を
財源とし、
県 か ら 割
り 振 ら れ
た 納 付 金
を納める。

②

福島県

県内他自治体
へも納付金を
割り振る国保事業費納付金

【図１】市全体の国民健康保険税額算出イメージ

国・県
交付金

繰越金
など

市民の皆さんが収めた
国民健康保険税

県内全ての市町村で必要となる
国 保 加 入 者 の 総 医 療 費 等

↓県へ納付金を納めるための、市の財源↓

二本松市
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歳　入 歳　出
歳出総額に占める保険給付費（医療費等）の予算額
は36億9,545万３千円で、全体の62％を占める。

歳入予算総額に占める国民健康保険税の割合は
19％で、予算額は11億3,522万1千円となる。

　

平
成
29
年
度
の
歳
入

歳
出
差
引
額
は
、
４
億

５
千
万
円
を
超
え
る
黒

字
と
な
り
ま
し
た
が
、

医
療
の
高
度
化
や
加
入

者
の
高
齢
化
に
よ
り
医

療
費
が
増
加
傾
向
に
あ

る
た
め
、
国
民
健
康
保

険
の
運
営
は
決
し
て
余

裕
の
あ
る
状
況
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

今
後
も
引
き
続
き
、

医
療
費
の
適
正
化
、
保

健
事
業
の
推
進
等
の
取

り
組
み
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
医
療
費
の
増
加

を
抑
制
し
な
が
ら
、
安

定
し
た
国
民
健
康
保
険

の
運
営
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

・ 

資
格
、
給
付
お
よ
び

健
康
マ
イ
レ
ー
ジ

国
保
年
金
課
国
保
年

金
係

☎︵
55
︶５
１
０
６

・
課
税
額
な
ど

税
務
課
市
民
税
係

☎︵
55
︶５
０
８
５

・
納
税
な
ど

税
務
課
収
納
係

☎︵
55
︶５
０
８
７

　

70
歳
か
ら
74
歳
の
方
で
国
民
健
康
保
険
加
入

者
の
方
に
、
新
し
い
有
効
期
間
の
高
齢
受
給
者

証
を
郵
送
し
て
お
り
ま
す
。

　

８
月
１
日
以
降
に
医
療
機
関
を
受
診
さ
れ
る
場

合
に
は
、
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
と
一
緒
に
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

　

限
度
額
適
用
認
定
証
の
更
新
日
は
毎
年
８
月

１
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
高
額
な
医

療
費
が
見
込
ま
れ
る
方
で
、
ま
だ
更
新
の
手
続

き
を
済
ま
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
現
在
手
元
に

あ
る
限
度
額
適
用
認
定
証
、
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
、
は
ん
こ
を
お
持
ち
の
上
、
交
付
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
だ
限
度
額
適
用
認
定
証
を
お
持
ち
で
な
い

方
で
、
今
後
高
額
な
医
療
費
が
見
込
ま
れ
る
方

は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
を
提
示
す
る
こ
と
で
、

入
院
、
外
来
を
問
わ
ず
医
療
機
関
で
の
自
己
負

担
額
が
世
帯
に
応
じ
た
一
定
額
ま
で
引
き
下
げ

ら
れ
ま
す
の
で
、
限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付

に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

平
成
27
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
国
民
健

康
保
険
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
を
今
年
度
も
実
施

し
ま
す
。
こ
の
事
業
は
、
自
主
的
な
健
康
づ

く
り
の
実
践
や
特
定
健
康
診
査
の
受
診
に
対

し
て
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
、
一
定
の
ポ
イ
ン

ト
に
達
し
た
方
へ
市
か
ら
記
念
品
を
贈
呈
す

る
も
の
で
す
。

　

健
康
づ
く
り
の
た
め
に
は
、
日
々
の
運
動

や
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
着
目
し

た
特
定
健
康
診
査
の
受
診
が
必
要
で
す
。
被

保
険
者
の
皆
さ
ん
が
健
康
で
あ
る
こ
と
は
、

国
民
健
康
保
険
税
の
負
担
の
軽
減
に
も
つ
な

が
り
ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
、
自
主
的
な

健
康
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

対 
象
者　

40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
二
本
松
市

の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
方

参 

加
方
法　

特
定
健
康
診
査
の
受
診
録
に
同

封
し
て
あ
る
平
成
30
年
度
二
本
松
市
国
民

健
康
保
険
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
・
チ
ャ
レ
ン

ジ
シ
ー
ト
に
、
日
々
の
運
動
等
を
記
録
し

て
い
た
だ
く
だ
け
で
す（
詳
細
は
チ
ャ
レ
ン

ジ
シ
ー
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

の
更
新
に
つ
い
て

限
度
額
適
用
認
定
証
を

お
持
ち
の
方
へ

二
本
松
市
国
民
健
康
保
険

健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
事
業

国民健康保険特別会計 平成30年度予算（本算定）決定
　本算定後の平成30年度予算の内訳は下の円グラフのとおりで、
予算総額は59億6,250万2千円となります。

保険給付費
（医療費等）
62.0％

国民健康保険事業費納付金
25.9％

保健事業費
1.4％

総務費（事務費等）
1.9％

その他支出
8.8％

国民健康保険税

19.0％

国庫支出金
0.1％

県支出金
65.4％

繰入金
7.7％

繰越金
7.6％ その他

0.2％

国民健康保険特別
会計は、例年６月
の議会に補正予算
を提出しています。
これは、５月にな
ると前年度の決算
見込み額が明らか
になることから、
その額をもとに、
改めて当該年度の
予算額を算定する
からなんです。

平成〇〇

昭和〇〇 〇〇 〇〇

９９９９９９９９９９
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